
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

旅行事業者が企画する「しまぽ通貨ツアー」に申込をされた旅行者に対し、以下のとおり旅行

代金の割引をします。 

 

１ 割引の内容 

宿 泊：１人１泊あたり（10,000 円以上の宿泊を含む旅行）３，０００円 

※１回の往復旅行で上限４泊までを限度とします。 

 

２ 事業規模  

◆宿 泊：延べ２０，０００泊 

◆期 間：平成２９年１１月１日～平成３０年３月３１日 

   

３ 主な要件 

（１） ツアー内容 

・（公財）東京観光財団により本事業への参加を登録された旅行事業者が販売する、島しょ地域を目

的地とする募集型企画旅行、受注型企画旅行、手配旅行であること。 

（個人で宿泊等を手配した旅行は対象外とします） 

・１人につき１泊あたり 10,000 円以上の宿泊を伴う旅行商品であること。 

・ツアー参加者 1 人あたり 1 回の旅行で 4 泊分を限度とし、船中泊は宿泊とみなさない。 

・1 回の旅行とは、割引対象者の居住地から島しょ地域を滞在又は周遊し、１往復する旅行をいう。 

・旅行の目的は、公序良俗に反しない限り問わない（ビジネスでも可）。 

 

【参考】 

◆島しょ地域：大島・利島・新島・式根島・神津島・三宅島・御蔵島・八丈島・青ヶ島・父島及び母島 

 

【申込等の流れ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

「しまぽ通貨ツアー」 の事業概要 
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【申し込みの手順】 

①旅行会社へ「しまぽ通貨対象ツアー」の申込み 

②割引販売 

お
客
様 

島しょ地域 

【消費】 

・現地にて宿泊 

・飲食等による支出 

・地域特産品の購入 など 


